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資料１



これまでの災害で被災された皆様におかれましては、
心よりお見舞い申し上げます。

解体業、行政、調査者の皆様は、石綿飛散防止の責
任があるだけでなく、最も被害を受ける立場にもなりま
す。

住民・ボランティアの方々においても、災害による被害
に加えて、石綿飛散による二次被害が生じないために
、最小限の知識をもって頂くことを希望します。

過去の災害でも、様々な教訓や反省点もあります。是
非ご参考にして頂ければ幸いです。（過去の責任追及
や批判が本意ではありません。）

2



自己紹介
◼ 京都大学（1985年4月～1996年1月）

 1995年1月、阪神・淡路大震災

◼ 国立環境研究所（1996年2月～現在）

 2011年3月、東日本大震災

 2016年4月、熊本地震

 2018年7月、西日本豪雨

 2019年9月、台風15号

 2024年1月、能登半島地震

◼ 石綿問題総合対策研究会（2012年11月～運営委員）

◼ 日本環境衛生センター「建築物石綿含有建材調査者講習」運営委員（2013年10月～）

 2014年1月、調査者資格（上記講習登録規程）を国交省告示で制定

 2018年12月、調査者資格が厚労・国交・環境の三省所管に

◼ 一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会（ASA）
（2016年4月～2022年6月・監事、2022年6月～現在・理事）

 発足時のメンバー

◼ 環境省「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル改訂検討会」委員（
2016年～2017年）、「同改訂（第3版）検討会」委員・座長（2022年～2023年）、「石綿飛
散防止対策等検討会」委員（2018年～2019年）他
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本日の内容
◼ アスベストの基礎知識

 アスベストの消費

 アスベスト関連疾患

 アスベスト使用建材

◼ これまでの災害とアスベスト対応事例

 1995年阪神・淡路大震災

 2016年熊本地震

 2018年西日本豪雨

 2019年台風15号

◼ 2024年能登半島地震

 ASAによる現地調査（2月～3月）

 石川県などによる現地パトロール（9月、豪雨前）

 最近の事例と課題

◼ 環境省による取組み

 公費解体と石綿飛散防止

 災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル

◼ 過去の災害から考えた石綿飛散・ばく露防止に向けた課題
4



クボタ・ショックで桁違いの注目

1984年～2016年の朝日新聞におけるアスベスト関連の記事数

朝日新聞社の記事検索システムで「アスベスト」または「石綿」を
見出しに持つ記事を検索した結果



アスベストの国内消費は約1,000万トン、
2006年まで継続
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日本のアスベスト輸入量の推移と法的規制の歴史
出典：環境再生保全機構. 石綿と健康被害. 2018. 



日本の規制は欧米より10~15年遅れ
中印はまだ
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各国のアスベスト消費量
注：消費量は見かけ消費量であり、産出量＋輸入量―輸出量であるため、負の数の場合がある。
1950年から1985年までのドイツは東西ドイツの合計。1940年から2002年まではUSGS (2006) 

"Worldwide Asbestos Supply and Consumption Trends from 1900 through 2003"、2003年か
ら2007年まではUSGS Mineral Industry Surveys、2008年から2016年まではUSGS Minerals 

Yearbookを参照して、筆者が作成。2016年は暫定値



繊維構造による強さを利用して
建築材料などに使われてきた
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◼ アスベスト
の特性

 繊維構造、
耐熱性、耐
薬品性、引
張り強さ、
たわみ

◼ 使用分野
 建築材料
（吹付け、
石綿セメン
ト製品）、
摩擦材な
ど



石綿の基礎知識

• 石綿とは、繊維状を呈している蛇紋岩のクリソタイル、角閃石系のアク
チノライト、アモサイト、アンソフィライト、クロシドライト及びトレ
モライト（以下「クリソタイル等」という。）を いう。また、石綿含有
物とは、石綿をその重量の 0.1％を超えて含有する製剤その他の 物のこ
とをいい、塊状の岩石は含まない。
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石綿の基礎知識
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アスベストによる死亡者（推計）

世界で22万人

（2016. WHO, 世界疾病負荷）

石綿関連疾患
悪性（がん性）疾患

中皮腫：アスベストが原因の悪性腫瘍
2016年の中皮腫死亡者1,550人

肺がん：ほとんどが喫煙が原因だが、アスベ
ストでは中皮腫の2倍程度が発症しているとさ
れる。年間死亡者数7万人のうち2-3,000人が
アスベストによると考えられる。

潜伏期間：非常に長い 20-40年位



広がる健康被害
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2005.6.29 毎日新聞（大阪）夕刊

クボタショック
2005

労働者・住民被害の
顕在化と企業責任



広がる健康被害
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クボタ旧神崎工場
1960年代からクロシドライトを使用した水道管を製造



現在も増加傾向が継続 累計22,025人。肺がんを加えると、石綿関
連疾患による死亡者数は2倍～3倍か。2030年までは増加する。
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広がる健康被害
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中皮腫の死亡数は増加の一途
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中皮腫の死亡数と中皮腫・肺がんの労災認定件数の推移
注：中皮腫の死亡数は年、労災認定件数は年度

出典：人口動態統計（中皮腫の死亡数）、厚生労働省（労災認定件数）



一般環境濃度は下がってきた
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発生源周辺I（廃棄物処分場
等周辺）

発生源周辺II（石綿製品等製
造工場周辺、蛇紋岩地域）

発生源周辺III（高速道路・幹
線道路沿線）

バックグラウンド1（内陸山間
地域、離島地域）

バックグラウンド2（住宅・商
工業・農業地域）

1980年代以降2005年までの環境省（庁）モニタリングによる
一般環境のアスベスト濃度の推移

出典：環境省. 平成28年度アスベスト大気濃度調査結果について. 2017.



アスベストが使用されている
可能性のある民間建築物

16出典：国土交通省



アスベスト使用の可能性がある建築物の
解体は2028年頃がピーク
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出典：厚生労働省、国土交通省



目で見るアスベスト建材【国交省】
H20/3
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アスベスト含有建材の種類

• レベル1建材（吹付け材）

• レベル2建材（保温材、断熱材）

• レベル3建材（成形板）

19



■ 石綿が多用されていた年代

建物の高層化に伴い、耐火被覆工
事はロックウールを主体とする半
乾式工法、湿式吹付け工法へと変
わって行くが、一部の施工業者で
は、1990（平成２）年ごろまで現
場で石綿を添加していたことが
確認されている。

湿式吹付け工法の施工状況 鉄骨耐火被覆材

耐火被覆用として石綿吹付け材が
多用され、1963（昭和38）年ころ
から1975（昭和50）年初頭までの
建築物に多い。その後、ロック
ウール吹付けが主流となるが、
1980（昭和55）年ころまでは0.1%以
上の石綿が含有されていた。

耐火被覆用（1963年～1990年）

石綿建材の使用目的の把握
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製品名
石綿含有率
（％）

製品出荷量
（トン）

推定石綿使用
量（トン）

製造終了年

スレート波板 10～15 14,355,120 1,893,405 2004

住宅屋根用化粧スレート 8～15 13,582,000 1,576,020 2004

スレートボード 10～20 5,793,797 918,803 2004

押出成形品 12 3,316,500 397,980 2004

けい酸カルシウム板（第1種） 5～25 2,345,179 378,575 2004

サイディング 5～15 1,579,000 132,150 2004

スラグ石膏板 5 1,314,844 65,743 2003

石綿含有ロックウール吸音天井板 4 666,442 26,657 1987

パルプセメント板 5 466,400 23,320 2004

けい酸カルシウム板（第2種） 20～25 22,524 5,511 2004

合計 43,441,806 5,418,164

吹付け石綿推定生産量120,000トンに対して、レベル３の建材は圧
倒的に量が多く、種類も多い。

石綿建材が使用された場所 レベル３



波型スレート
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石綿建材が使用された場所 レベル３

屋根用スレート

ケイ酸カルシウム板窯業系サイディング



本日の内容
◼ アスベストの基礎知識

 アスベストの消費

 アスベスト関連疾患

 アスベスト使用建材

◼ これまでの災害とアスベスト対応事例

 1995年阪神・淡路大震災

 2016年熊本地震

 2018年西日本豪雨

 2019年台風15号

◼ 2024年能登半島地震

 ASAによる現地調査（2月～3月）

 石川県などによる現地パトロール（9月、豪雨前）

 最近の事例と課題

◼ 環境省による取組み

 公費解体と石綿飛散防止

 災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル

◼ 過去の災害から考えた石綿飛散・ばく露防止に向けた課題
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阪神・淡路大震災から30年を経た、災害時にお
けるアスベスト対策の必要性
◼ 建物の解体やがれき処理に携わった労働者のうち、震災から30年経過した現在
、わかっている範囲で8人程度が労災認定（公務災害含む）を受けている

 他に肺がんでも労災認定。労働者全体で高い確率と思われる

 一般住民の発症割合は不明

◼ 短期間のアスベスト曝露によっても被害が発生

 2018年4月には震災直後から1か月間の救護活動でアスベストを吸引して中
皮腫を発症し死亡した警官の公務災害を認定

 2021年3月にはがれき回収にあたって中皮腫によって死亡した明石市職員
の公務災害を認定を認める神戸地裁判決

 2023年10月には、がれき処理や解体に携わって2022年に中皮腫を発症し
た道路建設会社社員が労災認定

◼ 当時はアスベスト対策の指導や報道は多かったが、当時のアスベスト対策につ
いて、行政から「聞いていない」とする解体業者も現れるため、より一層の周知徹
底が必要

◼ 当時の解体現場などでのアスベスト濃度が不明で、住民・ボランティアによる健
康不安は30年近く経っても継続
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災害時における多くの
ヒヤリ・ハット事例

ここから何を教訓とするか
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中地重晴氏撮影
26

最も避けるべきは、このよ
うなレベル1（吹付けアス
ベスト）の非除去解体

アスベスト濃度は160～250f/L
（長さ5μm以上、PCM）



中地重晴氏撮影
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最も避けるべきは、このよ
うなレベル1（吹付けアス
ベスト）の非除去解体



阪神・淡路
大震災当時
の行政対応

表 4.10  平成 7 年兵庫県南部地震後における行政の対応（モニタリングを除く） 

内容  

発信者 指導などの名称 建物解体にあたって

の吹付けアスベスト

の事前調査 

建物解体時の吹付けアスベ

ストの事前除去など その他 

95/1/31 環境庁 兵庫県，神戸市あてに飛散防止対策の徹底

指導を指示 

詳細不明 同左 同左 

95/1/31 環境庁 労働省，建設省あてに、関係自治体および

関係団体に対するアスベスト飛散防止対

策の徹底指導を要請 

詳細不明 同左 同左 

95/2/22 神戸市 建設業者約1,400社にアスベスト対策の徹

底を通知 

詳細不明 同左 同左 

95/2/23 石綿対策省庁連絡

会議（環境庁・建設

省など8省庁） 

阪神・淡路大震災に伴う建築物の解体・撤

去に係るアスベスト飛散防止対策につい

て 

事前調査 事前除去， 

事前に確認や除去ができな

い場合は薬剤散布や散水 

― 

95/3/3 

95/3/17 

95/3/31 

環境庁 政府広報誌によるアスベスト飛散防止対

策の啓発 

詳細不明 同左 同左 

95/3/8 環境庁・兵庫県・神

戸市 

第1次アスベスト使用実態調査 ― ― ― 

95/4 兵庫県 阪神・淡路大震災における民間倒壊建物の

解体撤去工事に関する指針 

事前調査 事前除去， 

事前除去ができない場合は

薬剤・散水等による飛散防

止やアスベストの分別収集 

― 

95/5/1 神戸市 震災に伴う家屋解体・撤去工事におけるア

スベスト粉じん対策に係る基本方針、なら

びに指導指針 

事前調査 「既存建築物の吹付けアス

ベスト粉じん飛散防止処理

技術指針・同解説」に準拠

した対策（事前除去など）， 

事前に確認できない場合は

散水など 

工事の中止及び改善

の要請（敷地境界大

気が継続して 10f/L

を超えるおそれがあ

るとき） 

95/6 兵庫県・ 

神戸市 

第2次アスベスト使用実態調査 ― ― ― 

95/6/26 石綿対策省庁連絡

会議幹事会、兵庫労

働基準局・兵庫県・

神戸市など 

連絡会議を開催， 

アスベスト飛散防止対策の徹底指導など

を確認 

詳細不明 同左 同左 

95/7/20 兵庫労働基準局・兵

庫県・神戸市など 

連絡会議を開催， 

解体関係事業者に対するアスベスト飛散

防止対策の指導の徹底 

詳細不明 同左 同左 

95/11 神戸市 第3次アスベスト使用実態調査 ― ― ― 

96/1/17 兵庫県 環境の保全と創造に関する条例施行（石綿

粉じんの飛散防止） 

特定石綿含有材料

（特別管理廃棄物に

該当する吹付けアス

ベストと保温材）の

事前調査 

特定石綿含有材料（特別管

理廃棄物に該当する吹付け

アスベストと保温材）の事

前除去など 

― 

96/5 環境庁 大気汚染防止法改正で特定粉じん排出等

作業に係る作業基準 

事前調査 事前除去， 

事前除去ができない場合は

散水など 

― 

事前除去
（困難なら散水）
事前除去

（困難なら散水）
事前除去

（困難なら散水）
事前除去

（困難なら散水）

大気汚染防止法改正
事前除去

（困難なら散水）

神戸市による
「工事中止命令」

解体業者「聞いてい
ない」（2009.1 NHK
かんさい熱視線）



2016年、熊本地震
（熊本市内・Aビル）
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5月12日（撮影：埼玉県環境科学
国際センター）

5月19日（撮影：寺園） 6月6日（撮影：寺園）

ここで何をすべ
きだったか？



2018年、西日本豪雨
（真備町、C施設）

◼ 当日は区画内立入禁止
（後日すぐ開放）だが、間
近にボランティア常駐

◼ 天井の岩綿吸音板が浸
水で劣化、崩落

◼ アナライザーで含有

◼ 後日の分析（JIS A1481-

1）で非含有
ここで何をすべ
きだったか？ 30



アスベストアナライザーの課題

◼ 簡易な迅速分析が可能で、非熟練者には非常に
便利

◼ 熊本地震では大きな問題なかったが、西日本豪雨
などでは誤判定も

◼ 課題

含有率1%が目安（石綿則などの
含有基準は0.1%）

表面のみ分析可能
◼ 真備町B施設の天井材は3層構造：
ひる石吹付、灰色板（ここからのみ検出）
、紙
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2019年、台風15号
（仮置場におけるレベル3建材の破砕・切断）
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せっかく土のう袋に入ったレベル3建
材が出されてしまう。マスクも非着用

（9月30日、撮影：寺園）

レベル3建材の破片が重機で
踏まれてさらに破断していく
（9月30日、撮影：寺園）

レベル3建材が重機で破砕されている
（10月7日、撮影：寺園）

ハンマーでレベル3建材を破砕している
現場（9月30日、撮影：寺園。10月7日に

は実際に破砕）

フレコンにできるだけ多く詰
めるため、または処分場で
の受入制限（15cm以下）を
理由に仮置場で意図的な破
砕が行われていた。周辺に
は民家もあり、作業者のマス
クも不十分であった。

作業者はアスベストの知識
があったが、飛散防止の指
示を強化する必要がある。

ここで何をすべ
きだったか？



本日の内容
◼ アスベストの基礎知識

 アスベストの消費

 アスベスト関連疾患

 アスベスト使用建材

◼ これまでの災害とアスベスト対応事例

 1995年阪神・淡路大震災

 2016年熊本地震

 2018年西日本豪雨

 2019年台風15号

◼ 2024年能登半島地震

 ASAによる現地調査（2月～3月）

 石川県などによる現地パトロール（9月、豪雨前）

 最近の事例と課題

◼ 環境省による取組み

 公費解体と石綿飛散防止

 災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル

◼ 過去の災害から考えた石綿飛散・ばく露防止に向けた課題
33



阪神・淡路大震災と能登半島地震の比較
阪神・淡路大震災

1995年
能登半島地震

2024年

マグニチュード 7.3 7.6

地震・災害の種類 直下型地震 内陸地殻内地震、津波、水害

被災地域の特徴 主に都市 地方

公費解体 実施（開始） 実施

当時の石綿含有建
築物

吹付け石綿（レベル1建材）を含
む建築物が多数

レベル1建材を含む建築物は少数

法律による解体前の
石綿対策

大気汚染防止法・特化則でほぼ
未整備（通知などで吹付石綿の
み）

大気汚染防止法・石綿則で整備（レ
べル1～3）

実際の石綿への対
応

吹付け石綿の非除去解体が散見、
神戸市は「工事中止命令」も

レベル1建材の非除去解体は未確
認、レベル3を含め不適切な対応も
あり

石綿濃度、被害 解体現場周辺の測定例160～
250f/L、一般環境は最大6f/L程
度、
労災数名（一般の被害不明）

一般環境はほぼ1f/L以下

34

制度は進んだが、魂は如何か？



35法令違反が多い解体現場（2024年12月）



ASAによる現地調査（1/2）
◼ 2024年2月28日～3月1日

◼ 3班に分かれて実施（寺園は29日のみ参加）

◼ 調査報告書（環境省向け）

 環境省「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(第3 版) 」
の2.3 石綿使用建築物等の把握の方法に基づき、石川県が保有する「アス

ベスト台帳」から、石川県生活環境部環境政策課により、現地確認等を経て
選択（珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町）

 アスベスト台帳では対象建築物が167棟→既に存在しない建築物等を除き、
選択により49棟→（1棟は確認できず防火地域等から16棟追加で）64棟調査

 災害の損傷により飛散のおそれがある吹付け石綿等（レベル1）及び断熱材
・保温材等（レベル2）の施工箇所、露出および劣化の状況を把握

◼ 分析結果報告書（国環研向け）

 「令和５年度能登半島地震の被災地における石綿露出状況等現地調査業務
」の調査において、石綿含有の定性分析が必要とされる採取試料について、
定性分析を実施

 分析方法は、「JIS A 1481 建材製品中のアスベスト含有率測定方法第 1 

部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法」による 36



ASAによる現地調査（2/2）

◼調査結果

調査対象64棟のうち

◼緊急性が高い建築物は12棟（12/64=19%）

◼ うち、非常に緊急性が高い吹付け石綿露出は3棟
（3/64=4.7%）。ホテルKを含む。

37
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撮影：寺園（2024年2月29日、
ASA調査時）
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撮影：寺園（2024年7月25日、
災害廃棄物調査時）
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珠洲市の解体現場（撮影：寺園、2024年9月、石川県パトロール参加時）
✓ 事前調査の調査（現場への指示、発注者への報告）が不十分
✓ レベル3建材の分別が不十分（瓦と混合で不燃物への排出予定だっ

た）



掲示の例

41

調査者の詳細事前調査結果（
種類、場所など）



チェックリスト

◼ 環境省・厚労省・
石川県で作成

◼ 2024年8月から使
用のもよう

42



43

穴水町の解体現場（撮影：寺園。2024年9月、石川県パトロール参加時）
✓ 事前調査の調査（現場への指示）が十分か、マスクも着用
✓ レベル3建材の分別は問題ない（事前に除去・選別されていた）



2024年4月報道（地震と豪雨で被災したホテル
Kにおけるボランティア活動）

◼ 2024年1月、地震被災。自費解体意向

◼ 3月、露出状況調査結果（クロシドライト
吹付け）

◼ 9月、豪雨被害。所有者逝去（公費解体
希望に切り替え）

◼ 10月～2025年4月、ボランティア活動

◼ 4月、分析でアスベスト検出、報道

44



45撮影：寺園（2025年5月8日、ホテルK調査）



石綿露出建築物（ホテルK）における課題

◼ 土砂混じりがれきの処理
 屋内外で調査したがれきは「非含有」

 みなし含有で処分予定

◼ ボランティアへのフォローアップ
 丁寧な情報伝達と記録の管理が必要

 環境省・県などへの働きかけ

◼ ホテルK以外の建築物
 輪島市・七尾市などで石綿露出のままの

 適切かつ迅速な除去と公費解体を要請

◼ 災害対応における石綿対策の総括
 石綿露出状況調査結果が利用されなかった反省

 公費解体・災害廃棄物処理と石綿飛散防止対策の連携

 災害時石綿飛散防止マニュアルへの反映
46



本日の内容
◼ アスベストの基礎知識

 アスベストの消費

 アスベスト関連疾患

 アスベスト使用建材

◼ これまでの災害とアスベスト対応事例

 1995年阪神・淡路大震災

 2016年熊本地震

 2018年西日本豪雨

 2019年台風15号

◼ 2024年能登半島地震

 ASAによる現地調査（2月～3月）

 石川県などによる現地パトロール（9月、豪雨前）

 最近の事例と課題

◼ 環境省による取組み

 公費解体と石綿飛散防止

 災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル

◼ 過去の災害から考えた石綿飛散・ばく露防止に向けた課題
47



能登半島地震対応における環境省の
石綿飛散防止対策

◼ 石綿飛散防止対策に関して以下の通知を新潟県、富山県、石川県、福
井県、新潟市、富山市、金沢市、福井市に発出（2024年１月23日）
 石綿等が吹き付けられた建築物等からの石綿等の飛散及びばく露防止対策の徹底に
ついて（通知）

◼ 石綿飛散防止対策に関して以下の事務連絡を石川県に発出（２月２日）
 災害時の建築物解体等における石綿飛散防止対策について（周知）

◼ 石綿飛散防止対策に関して以下の事務連絡を都道府県等に発出（２月
21日）
 「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」の概要版等の作成について

◼ 被災建物のアスベスト露出状況調査を実施（２月28日～３月１日、ASA）

◼ アスベスト大気濃度調査を実施（３月７日～13日、他）

◼ ＜参考＞公費解体・撤去マニュアル
 第1版（1月29日）

 第5版（6月5日） 48



49



50出所：石川県・環境省「公費解体の加速化に向けた対応方針」（2024年7月22日）



51出所：環境省「公費解体の加速化について」、能登創造的復興タスクフォース（第2回）（2024年7月17日）



52出所：環境省「公費解体の加速化について」、能登創造的復興タスクフォース（第2回）（2024年7月17日）



公費解体にあたってのポイント（1/2）

◼ 公費解体・撤去マニュアル第5版

53

時間・費用の問題がある
中でも解体が必要ななか
でも、十分な事前調査が

必要
（調査者の独立性につい
て2020年大防法改正時

にも議論）



公費解体にあたってのポイント（2/2）

◼ 公費解体の各段階

研修会（説明会）

申請受付、書類の確認

解体前の立会い確認

解体工事（立入検査）

解体・撤去完了（と確認）

54

特に重要

終わってからでは遅い

公費解体が石綿飛散につながらない
よう（公費解体では石綿飛散防止が
当然含まれる）
ASAなどによる技術的な支援は可能



平常時は調査者の独立性が課題であり、
災害時にはさらに円滑な情報共有が必要

55

平常時

コンサルタント

所有者（発注者）

解体等業者（元請）

解体等業者（協力）

調査者

所有者

災害時（公費解体）

解体等業者（協力）

解体等業者（元請）

市町村（発注者）

都道府県

都道府県

事前調査指示

作業終了後報告
説明・指示

事前調査結果説明

事前調査結果
報告

露出状況調査結果

事前調査結果
報告

調査者

作業終了後報告

事前調査結果説明

事前調査結果
報告

事前調査指示事前調査結果
報告

説明・指示

公費解体前
の事前調査

せっかくの露出状
況調査結果を生か
せず、石綿が放置
または公費解体の
事前調査で見落と
しの可能性
→コンサルタントを
中心に、円滑な情
報共有と適切な対
策を実施する必要

所有者と市町村は
被災で十分な対応
が期待できない可
能性（所有者の支
払いは不要）

元々、調査者の
独立性と所有者
の支払いが課題

（石綿除去等ある場合）届出

（石綿除去等
ある場合）届出

公費解体申請



災害時における石綿飛散防止のための取
扱いマニュアル（第3版、環境省・2023年）

56

いつまでも
応急対応時
が続いてい
る状況



災害時における石綿飛散防止のための取
扱いマニュアル（第3版）

57

復旧・復興
時には当然、
法令順守が
必要



災害時における石綿飛散防止のための取扱いマニュア
ル（第3版）における、自治体による石綿露出状況把握
と対応

・平常時の情報把
握のさらなる推奨
・技術者等の到着
前の情報準備を
推奨

・技術者等（調査
者）の協力の明記
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所有者や市町村
が対応困難な場
合、どうやって迅
速に石綿除去や
公費解体を進め
るか



災害マニュアル第3版（調査・計画・届出）
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災害マニュアル第3版（調査・計画・届出）

60

事前調査結果報告シス
テムは平常時と同じ

作業計画における注意
解体

注意解体に先立ち、事前
に関係機関（県及び労基
署）と協議



災害マニュアル第3版（解体等工事の周辺
への周知）

61

掲示は基本！
→事前調査結果
や作業内容など
の情報開示に
よって、周辺との
信頼を築く



環境省の災害マニュアルと能登半島地震

環境省・災害マニュアル

（災害時における石綿飛散防止に係る取
扱いマニュアル（第３版））

能登半島地震における対応

平常時の把握 十分ではない

応急対応段階の露出状況調査 2025年2～3月にASAなどで実施

復旧・復興段階の法令等に基づく対応 応急対応段階並みの対応が継続

事前調査、結果の伝達 形式的に見える

注意解体前の協議 ほぼなしか

混合禁止 違反事例あり

解体等工事の際の掲示 2024年8月頃から実施
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能登半島地震など過去の災害から考えた
石綿飛散・ばく露防止に向けた課題

◼ 大規模災害時の都道府県・国や専門機関の関与
 被災した所有者や市町村では負担が大きすぎる

 被災地の専門支援機能（機関）の充実が必要（中環審循環部会廃棄
物処理制度小委で議論。能登ではマネジメントコンサル、かつてはゼ
ネコンを活用）

◼ 公費解体の手順
 石綿露出状況調査の結果を早期にコンサルなどと共有する必要

 公費解体手順の中に石綿確認の徹底を組み込むことが必要

◼ 石綿飛散・ばく露防止の責任
 総括責任の主体は？

◼ 個別工事の責任は元請に問えるとして、意図的またはミスによる不適正工事を誰
がどうやって防ぐか？

◼ 安心・信頼できる住民生活やボランティアの支援を誰が担保するのか？

 都道府県・国、専門機関の関与を求めざるを得ないか 63



ご清聴ありがとうございました

◼ 迅速な復旧・復興が求められるなかでも、水や人員の確保も
含めて大変な状況が続く場合があると承知しております。が
、特に公費解体の場合は石綿飛散防止対策をやらない理由
はありませんので、石綿飛散・ばく露防止のために何卒ご配
慮をお願いします。

◼ マニュアルや本資料については、環境省、検討会委員なら
びに一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会から、
貴重なご議論を頂きました。心より感謝申し上げます。

◼ ご不明・ご心配な点がありましたら、寺園までご連絡下さい。
terazono@nies.go.jp
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